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情報公開答申第２２２号 

答   申 

 

第１ 山口県情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）の結論 

山口県議会（以下「実施機関」という。）が令和６年（2024年）５月９日付け令６

山議局第２６０号で行った公文書開示請求の不開示決定（以下「本件処分」という。）

は妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 公文書の開示請求 

  審査請求人は、令和６年（2024年）５月３日付けで実施機関に対し、山口県情報公

開条例（平成９年山口県条例第１８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定

により、「別添のとおり、〇〇が死亡されました。このことについて、関係する全て

の文書（メモ含む）なお、〇〇は、〇〇さんにより〇〇されたもの」の開示請求（以

下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の処分 

実施機関は、令和６年（2024年）５月９日付けで、本件請求に係る公文書の存否

を明らかにしないで本件処分を行うとともに、その旨を審査請求人に通知した。 

 

 ３ 審査請求 

   審査請求人は、本件処分を不服として、令和６年（2024年）８月１２日付けで行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づく審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   不開示決定処分の取消しを求めるというものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   （省略） 

 

３ 実施機関の理由説明に対する意見 

   （省略） 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

  （省略） 

 

第５ 審査会の判断 

１ 条例について 

 （１）条例第７条第１号について 
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   条例第７条第１号は、個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により、特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない

が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを不開

示とすることを定めている。 

これは、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守る立場から、個人のプライバシ

ーを最大限に保護するため、不開示とする個人に関する情報の要件を定めたもの

である。 

なお、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、

個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、個人識別性がなく特定の個人

を識別することができない情報又は特定の個人を識別することができる情報が含

まれている場合の当該情報を除いた残りの情報であって、特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、財産権その他の当該個人の権利利益を

害するおそれがあるものをいい、例えば、匿名の作文や反省文、カルテ等の個人

の思想、心身の状況に関する情報であって、個人の人格と密接に関係するものと

して保護すべき情報や、特許出願等をする前のアイデア等であって、開示するこ

とにより第三者が特許出願を行うなど発明者の権利利益を侵害するおそれのある

情報をいうとされている。 

 

 （２）条例第１０条について 

条例第１０条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在してい

るか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

本件公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」

と規定している。 

ここで、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否か

を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」とは、例えば、特定の

個人の病歴に関する情報、犯罪の内偵捜査に関する情報などの開示請求に対し、

本件公文書は存在するが不開示とする、又は本件公文書は存在しない等、公文書

の存否を明らかにすることにより、本件公文書を開示したときと同様に、条例第

７条各号に定める不開示情報の規定により保護すべき利益が害されるおそれがあ

る場合をいうとされている。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

本件請求は、開示請求書に別添として、審査請求人が別途に行った公文書開示請

求に係る開示文書の写しが添付（以下「別添資料」という。）され、本件開示請求書

及び別添資料から判断される本件請求の内容は、特定の職員の業務とは関連のない個

人情報の開示を求めるものであって、仮に、当該公文書は存在するが条例の定める不
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開示情報に該当するとして、あるいは、当該公文書が存在しないことを理由として不

開示決定を行った場合は、本件開示請求書及び別添資料に記載された特定の職員に関

する情報に関連することが記録された公文書が存在する事実又は存在しない事実を明

らかにするものと認められる。 

したがって、本件請求の対象となる公文書の存否を答えることは、条例第７条第

１号に定める個人に関する情報を開示することとなるため、実施機関が、条例第１０

条により、当該公文書の存否を明らかにせず不開示決定を行ったことは妥当である。  

 

３ その他 

  審査請求人は種々申し立てているが、いずれも当審査会の判断を左右するものでは

ない。 

 

４ 結論 

以上の理由により、第１の審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過等 

別紙のとおり  
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別紙 

審査会の審査経過等 

年  月  日 経         過 

令和６年 １０月 ２日 実施機関から諮問を受けた。 

令和８年  ３月１９日 事案の審議を行った。 

令和８年  ５月２９日 事案の審議を行った。 
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（参考） 

山口県情報公開・個人情報保護審査会（第二部会）委員名簿 

 

（五十音順・敬称略）  

 氏  名 役 職 名 備  考 

井 竿 富 雄 山口県立大学教授 第二部会部会長 

中 坪 良 子 弁護士 第二部会 部会長職務代理者 

綿 部 未 央 行政書士  

（令和８年５月２９日現在）   

 

 


